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経
産
省
、
環
境
省
、
復
興
庁
は
、
飯
舘
村
か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
除
染
せ
ず
に
避
難
指
示
区
域
の
解
除

（
以
後
、
解
除
）
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
一
致
し
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
そ
の
安
全
性
に
つ
い
て
諮
っ
た
結
果
を
受

け
、
今
夏
に
も
原
子
力
災
害
対
策
本
部
（
本
部
長
・
安
倍
晋
三
首
相
）
で
、
新
た
な
解
除
要
件
を
加
え
る
旨
が
、
先
ご
ろ
報
道

さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
政
府
の
考
え
方
を
確
認
す
る
た
め
、
六
月
十
一
日
に
原
発
ゼ
ロ
の
会
は
ヒ
ア
リ

ン
グ
（
以
下
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
を
開
催
し
た
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
飯
舘
村
の
要
望
は
決
し
て
「
除
染
せ
ず
」
で
は
な
か
っ
た

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
他
、
現
行
の
避
難
指
示
解
除
の
三
要
件
が
確
認
さ
れ
た
。 

 

・
空
間
線
量
率
で
推
定
さ
れ
た
年
間
積
算
線
量
が
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
に
な
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
こ
と 

 

・
日
常
生
活
に
必
須
な
イ
ン
フ
ラ
、
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
が
概
ね
復
旧
す
る
こ
と
、
及
び
子
ど
も
の
生
活
環
境
を
中
心
と
す

る
除
染
作
業
が
十
分
に
進
捗
す
る
こ
と 

 

・
県
、
市
町
村
、
住
民
と
の
協
議 

 

そ
の
決
定
資
料
を
た
ど
る
と
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
二
十
六
日
に
原
子
力
災
害
対
策
本
部
が
決
定
し
た
「
ス
テ
ッ
プ
二
の
完

了
を
受
け
た
警
戒
区
域
及
び
避
難
指
示
区
域
の
見
直
し
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
及
び
今
後
の
検
討
課
題
に
つ
い
て
」
で
あ



 

２ 

 

る
。 

 

こ
の
三
要
件
に
関
し
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
一
番
目
の
「
二
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
」
は
高
す
ぎ
る
と
い
う
意
味
で
有
識

者
か
ら
異
論
が
あ
が
り
、
二
番
目
に
つ
い
て
は
、
帰
還
困
難
区
域
は
「
子
ど
も
の
生
活
環
境
を
中
心
と
す
る
除
染
作
業
が
十
分

に
進
捗
」
と
あ
る
が
、
子
ど
も
が
住
め
る
よ
う
な
状
態
な
の
か
と
の
疑
問
が
呈
さ
れ
た
。
三
番
目
に
関
し
て
飯
舘
村
を
例
に
あ

げ
て
「
地
元
と
は
何
を
意
味
す
る
か
」
と
の
問
い
に
、
内
閣
府
原
子
力
被
災
者
生
活
支
援
チ
ー
ム
が
「
首
長
、
村
議
会
、
住
民

で
あ
る
」
旨
を
回
答
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
三
要
件
で
あ
る
か
ら
、
見
直
す
場
合
に
は
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
質
問
す
る
。 

一 

そ
も
そ
も
現
在
の
三
要
件
は
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
も
と
で
決
定
に
至
っ
た
の
か
。
関
係
省
庁
、
原
子
力
規
制
委
員

会
、
原
子
力
災
害
対
策
本
部
の
関
係
性
や
決
定
プ
ロ
セ
ス
が
わ
か
る
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

解
除
要
件
の
見
直
し
に
つ
い
て
の
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
は
、
一
に
対
す
る
答
弁
と
同
様
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
の
か
。
そ

う
で
な
い
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。 

三 

二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
日
に
は
原
子
力
規
制
委
員
会
の
「
帰
還
に
向
け
た
安
全
・
安
心
対
策
に
関
す
る
検
討
チ
ー
ム
」



 

３ 

 

が
「
帰
還
に
向
け
た
安
全
・
安
心
対
策
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
」
を
ま
と
め
、
そ
れ
が
解
除
と
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域

復
興
再
生
計
画
の
認
定
に
つ
い
て
定
め
た
二
〇
一
七
年
五
月
の
い
わ
ゆ
る
「
福
島
復
興
再
生
特
措
法
」
の
改
正
へ
と
つ
な
が

っ
た
。
こ
の
認
識
で
間
違
い
は
な
い
か
。
違
う
と
す
れ
ば
、
二
〇
一
七
年
五
月
の
福
島
復
興
再
生
特
措
法
改
正
に
至
る
政
策

決
定
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

解
除
要
件
の
見
直
し
に
つ
い
て
の
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
は
、
三
で
答
弁
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
る
の
か
。
そ
う
で
な
い
と

す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
想
定
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
こ
の
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
原
子
力
規
制
委
員
会
は
ど
の

よ
う
に
関
係
す
る
こ
と
が
、
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

帰
還
困
難
区
域
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
福
島
復
興
再
生
特
措
法
で
「
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
の
認
定
」

（
第
十
七
条
の
二
）
と
い
う
形
で
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
「
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
」
外
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
い
。
こ

の
認
識
に
間
違
い
は
な
い
か
。 

六 

福
島
復
興
再
生
特
措
法
の
運
用
上
の
住
民
の
放
射
線
防
護
レ
ベ
ル
は
、
い
わ
ゆ
る
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
が
原
子
力
事
業

者
に
求
め
て
い
る
周
辺
監
視
区
域
の
線
量
限
度
で
あ
る
年
間
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
は
矛
盾
が
あ
る
が
、
今
後
、
ど
の
よ
う

に
こ
の
矛
盾
を
解
消
し
て
い
く
の
か
。 



 

４ 

 

七 

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
内
閣
府
原
子
力
被
災
者
生
活
支
援
チ
ー
ム
は
、
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
内
に
お
い
て
は
、
子

ど
も
が
十
分
に
生
活
で
き
る
レ
ベ
ル
を
前
提
に
除
染
を
し
て
い
る
旨
を
回
答
し
て
い
た
が
、
そ
の
レ
ベ
ル
と
は
、
具
体
的
に

空
間
線
量
率
で
毎
時
何
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
目
安
と
し
て
い
る
の
か
。 

八 

ヒ
ア
リ
ン
グ
で
提
供
さ
れ
た
復
興
庁
資
料
に
よ
れ
ば
、
帰
還
困
難
区
域
を
抱
え
る
自
治
体
は
、
飯
舘
村
に
加
え
て
、
双
葉

町
、
大
熊
町
、
浪
江
町
、
富
岡
町
、
葛
尾
村
の
計
六
町
村
が
あ
り
、
帰
還
困
難
区
域
全
体
に
お
け
る
住
民
登
録
数
は
、
飯
舘

村
で
二
百
四
十
六
人
、
双
葉
町
で
五
千
六
百
四
十
四
人
、
大
熊
町
で
九
千
八
百
六
十
二
人
、
浪
江
町
で
二
千
九
百
人
、
富
岡

町
で
三
千
五
百
七
十
二
人
、
葛
尾
村
で
百
八
人
お
り
、
計
二
万
人
を
超
え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
環
境
省
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
し
た
事
前
質
問
へ
の
文
書
回
答
に
よ
れ
ば
、
帰
還
困
難
区
域
の
対
応
に
つ
い
て
は
飯

舘
村
以
外
の
五
町
村
に
関
し
て
も
「
地
元
の
要
望
を
十
分
に
踏
ま
え
つ
つ
、
政
府
全
体
と
し
て
検
討
を
進
め
て
」
い
く
と
の

こ
と
で
あ
る
。 

 
 

そ
の
五
町
村
は
目
下
、
除
染
の
実
施
を
強
く
求
め
て
お
り
、
福
島
県
の
内
堀
知
事
も
、
自
治
体
と
の
十
分
な
協
議
を
し
っ

か
り
満
た
す
こ
と
が
大
事
で
あ
る
旨
を
公
言
し
て
い
る
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
総
合
的
に
鑑
み
た
場

合
、
三
密
回
避
の
た
め
に
、
住
民
と
の
会
合
の
開
催
や
協
議
や
合
意
形
成
も
容
易
で
は
な
い
な
か
、
今
夏
に
も
解
除
の
方
針



 

５ 

 

や
要
件
を
見
直
す
こ
と
は
、
現
実
的
で
は
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


